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港区環境マネジメントシステムについて 

 

１ これまでの経緯 

港区では、平成 12年度に「港区環境率先実行計画（みんなとエコ２１計画）」を策定するとと

もに、平成 13年度から庁内における環境活動を確実に推進するために ISO14001を認証取得し環

境配慮行動に努めてきました。平成 22年度には、港区環境マネジメントシステム（以下、「EMS」

という。）に移行するとともに、「地球温暖化対策の推進に関する法律」、「エネルギーの使用の合

理化等に関する法律」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、区有施設の

二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の報告を開始しました。 

また、平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災以降を契機に、施設のエネルギー使用量の

削減を強化し、平成 25 年度からはエネルギー管理に重点をおいたマネジメントシステムを構築

し、運用しています。 

平成 28年度からは、EMSを第４次港区環境率先実行計画の進捗管理ツールと位置付け、計画の

目標達成に向けて、二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減に取り組みました。   

令和３年度からは、港区環境基本計画を踏まえて引き続き取組を行っています。 

年 度 経  緯 

平成 12年度 
◆港区環境率先実行計画策定 

（＝地球温暖化対策地域推進計画（事務事業編）） 

平成 13年度 ■ISO14001認証取得 

平成 22年度 
■港区環境マネジメントシステム（ISO14001 自己適合宣言）へ移行 
・ 港区環境方針の策定 
・ 省エネ法、温対法、東京都環境確保条例に基づく、エネルギー使用量等の報告を開始 

平成 23年度 
◆第３次港区環境率先実行計画策定 
・ 新たな環境目的・目標（全体）による環境マネジメントシステムの運用開始 
・ 東日本大震災に伴う、エネルギー削減の強化 

平成 25年度 
・ エネルギー管理に重点を置いた「建物単位」によるマネジメントシステムに改善 
・ エネルギー集計システムの導入 

平成 27年度 

◆第４次港区環境率先実行計画策定 
【重点取組方針】 
(1) 職員、指定管理者、受託事業者等による省エネルギーの取組の引き続きの徹底 
(2) 施設・設備の適正管理及び省エネルギー化の推進 
(3) エネルギー使用量削減に向けた部局ごとの目標管理、ＥＭＳ推進本部会議による全庁

的な進捗管理、地球温暖化対策担当による取組の支援の強化  

平成 28年度 

第４次港区環境率先実行計画を踏まえ、環境マネジメントシステムを運用 

港区電力調達方針の策定 

環境に配慮した電力の調達の方向性を示す 

令和２年度 
◆環境基本計画策定 
・環境分野の個別計画「港区環境率先実行計画」も含まれる 

令和３年度 
港区環境基本計画（令和３年度～令和８年度）を踏まえ、環境マネジメントシステムを運
用 
港区電力調達方針の改定 
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２ 港区環境マネジメントシステムの目的 

   港区環境マネジメントシステムでは、港区環境方針を踏まえた上で、港区環境基本計画で定め

た二酸化炭素排出量削減、環境法令等の遵守徹底、職員による地球温暖化防止意識のさらなる向

上のため、PDCAサイクルの手法を用いて、継続的な改善を図りながら取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【港区環境マネジメントシステムの目的】 

① 「港区環境基本計画」で定めた二酸化炭素排出量の削減目標の達成 

② 環境法令等の遵守徹底 

③ 職員による地球温暖化防止意識のさらなる向上 

令和８（２０２６）年度の削減目標 

 

 

 

 

令和８（２０２６）年度の区有施設の面積当たりの二酸化炭素排出量を 

平成２５（２０１３）年度比▲３０％の水準とする 

削減に向けた区の取組 
〇環境負荷低減に向けた職員の行動推進（職員による日常取組） 

港区環境行動指針に示す取組の推進 

〇区有施設の環境性能の向上と省エネ運用の推進 

 ・設備機器の運用改善 

  区有施設ごとに作成するエネルギー管理標準等により、設備機器の運用改善を実施 

 ・設備機器の更新 

  港区区有施設環境配慮ガイドラインに基づいた、既存の機器を更新 

 ・区有施設の省エネルギー設計 

  港区区有施設環境配慮ガイドラインに基づいた、省エネルギー設計 

〇環境にやさしい電力の積極的導入（電力の低炭素化）  

  港区電力調達方針に基づいた、環境にやさしい電力の導入 

 

【港区環境基本計画で定める区の事務事業における二酸化炭素排出量削減目標】 

 

 

 

令和１２（２０３０）年度の削減目標 

 

 

 

 

令和１２（２０３０）年度の区有施設の面積当たりの二酸化炭素排出量を 

平成２５（２０１３）年度比▲４０％の水準とする 
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３ 港区環境マネジメントシステムの対象範囲 

  EMSの対象範囲は、区の全ての施設における事務事業と職員全員です。 

ただし、幼稚園・小中学校については、別途『港区学校版環境マネジメントシステム』に基づ

き、園児、児童、生徒が中心となった環境活動を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各対象における港区環境マネジメントシステムの運用管理項目 

 
エネルギー使用量等の

実績の把握 

環境法令の遵守及び環

境リスクの適正管理 

港区環境基本計画に基

づくエネルギー等削減

の取組 

課及び施設 

（指定管理者制度

導入施設を含む） 

○ ○ ○ 

幼稚園、小学校、

中学校 
○ 

― 

（※1） 

―  

（※2） 

有栖川宮記念公園

以外の公園、児童

遊園、公衆便所等

の無人施設 

○ ○ ― 

※1 教育委員会事務局学校教育部学務課で対応 

※2 港区学校版環境マネジメントシステムにより対応 

 

  

港区環境マネジメントシステムの対象 

課及び施設（指定管理者制
度導入施設を含む） 

幼稚園、小学校、中学校 
有栖川宮記念公園以外の
公園、児童遊園、公衆便所

等の無人施設 
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４ 港区環境マネジメントシステムの仕組み 

   EMSは、ISO14001に基づき、以下の仕組みで運用していきます。 

 

港区環境マネジメントシステムの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 エネルギー使用量の把握 

及び省エネ行動の実施 

 環境法令の遵守及び環境リ

スクの適正管理 

 各種研修への参加 

 二酸化炭素排出量の削減目

標等の設定 

 省エネ行動の設定 

 環境法令及び環境リスクの

把握 

 省エネ行動のふりかえり 

 環境法令の遵守状況の確認 

 自己点検 

 

 区長への報告と見直し 

 二酸化炭素排出量の削減目

標等の見直し 

 省エネ行動の見直し 
内
部
環
境
監
査 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
公
表 

「港区環境基本計画」、「港区環境方針」など 

計画の策定 P  

取組の実施 D 
取組のふりかえり Ｃ 

取組の見直し 
Ａ 
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５ 港区環境マネジメントシステムの推進体制 

   港区環境マネジメントシステムでは、実行の単位を「課及び施設」とします。課・施設ごとに

PDCAサイクルを運用し、港区環境基本計画で定めた削減目標の達成をはじめとした環境配慮行動

の推進に取り組んでいきます。 

「EMS 推進本部会議」において、進捗状況等を報告するほか、取組の方向性について審議し、

統括環境管理者（区長）の指示により決定します。 

 

 

 

 

課の庶務担当係長

（EMS推進員）

施設を所管する係長

（EMS推進員）

区長

（統括環境管理者）

その他課長

（環境マネージャー）

副区長・教育長

（副統括環境管理者）

環境リサイクル支援部長

（環境管理責任者）

各施設長（EMS推進員）

複合施設

単独施設

環境リサイクル支援部

環境課

（EMS事務局）

部長級

（実行部門責任者）

区長部局

EMS推進本部会議

（部長級会議）

チーフ環境マネージャー会議

（庶務担当課長級会議）

施設所管課長

（施設管理環境マネージャー）

○○プラザ

○○保育園

○○児童館

各施設長（EMS推進員）

教育委員会事務局部長級

（実行部門責任者）

課の庶務担当係長

（EMS推進員）

その他課長

（環境マネージャー）

テナント施設

○○館

施設所管課長

（施設管理環境マネージャー）

各施設長（EMS推進員）

施設を所管する係長

（EMS推進員）

幼稚園 小学校

港区学校版環境マネジメントシステムによる運用

【事務局：教育長室】

中学校

教育委員会

施設を所管していない課

施設を所管している課

区の直営施設等

指定管理者制度導入施設

課の庶務担当係長

（EMS推進員）

課の庶務担当係長

（EMS推進員）
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６ 港区環境マネジメントシステムの階層別役割 

 

EMSにおける階層 役割 

実行部門責任者 

（部長級） 

・ 実行部門における環境マネジメントの実施責任者 

・ 部局の取組の統括 

施設管理環境マネージャー 

（施設を所管する課の課長級） 

・ 課及び施設における実施責任者 

・ 所管する課・施設の取組の統括 

・ 所管する課・施設の取組の評価 

環境マネージャー 

（その他課長級） 

・ 課における実施責任者 

・ 所管する課の取組の統括 

・ 所管する課の取組の評価 

EMS推進員 

（課の庶務担当係長、施設を所管し

ている係長、施設長（指定管理者制

度を導入している施設は指定管理

者を含む）） 

・ 施設管理環境マネージャー又は環境マネージャーに指

示を受け、課及び所管する施設の省エネ行動等を推進 

・ エネルギー使用状況等の把握及び情報の共有 

・ エネルギー集計システムへの実績の入力状況の確認 

・ 環境法令の遵守及び環境リスクの適正管理 

設備運転責任者 

（当該施設の設備運転・管理担当す

る職員、指定管理者、ビル管理会社

等） 

・ EMS 推進員を補佐し、設備機器のエネルギーの使用の

合理化に向けた提案及び協力 

・ エネルギー使用状況等の把握 

・ エネルギー管理標準に基づく設備の適正運転 

・ 環境法令の遵守及び環境リスクの適正管理 
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７ 港区環境マネジメントシステムのスケジュール 

港区環境マネジメントシステムにおける年間スケジュールは以下のとおりです。 

 

 

  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

会議関係

内部環境監査

各種研修等

課及び施設
による取組

各種法令等
に基づく報告

指摘事項

の改善

各施設への監査

（50施設程度）

環境マネジメントシステム表彰式

（前年度取組の表彰）

第１回チーフ環境マネージャー会議

第１回EMS推進本部会議

★

★

★

Forms

による

職員研

修

第２回チーフ環境マネージャー会議

第２回EMS推進本部会議

★

★

エネル

ギー集

計シス

テム操

作説明

会

職員及び

指定管理

者研修・

管理者研

修

各課・各施設によるエネルギー使用量等の報告（エネルギー集計ステムへ毎月入力）

上半期の取

組のふりか

えり
・省エネ行動

・環境法令の

遵守状況

取組の設定
・二酸化炭素排出量

の削減目標等

・省エネ行動

・環境法令等の把握

省エネ法「定期報告

書」「中長期計画書」

作成

東京都環境確保条例「地球

温暖化対策報告書」作成

第三者評価機

関による評価

前年度の取

組のふりか

えり
・省エネ行動

・環境法令の

遵守状況

★ 区長レビュー

各施設に

よる自己

点検

・エネルギー使用量の把握

及び省エネ行動の実施

・環境法令の遵守

及び環境リスクの適正管理

・エネルギー使用量の把握

及び省エネ行動の実施

・環境法令の遵守

及び環境リスクの適正管理

★
年度スケジュール周知

Forms

による

職員研

修

港区建築物

低炭素化促

進条例「地

球温暖化対

策報告書」

作成
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８ 取組の実施 

環境マネジメントシステムに基づき、課及び施設は以下のようなフローで取り組みます。 

 

  

　
時期 運用項目

　二酸化炭素排出量の削減目標等の設定
　（「目標管理シート」への記入）

　課及び施設の省エネ行動の設定
　（「目標管理シート」への記入）

　環境法令及び環境リスクの把握
　（「法令遵守シート」への記入）

　エネルギー使用量の把握・エネルギー集計システム
　への入力及び省エネ行動の実施

　環境法令の遵守及び環境リスクの適正管理

　エネルギー管理標準に基づく設備の適正運転

随時 　職員研修の実施/参加

　課及び施設の省エネ行動のふりかえり
　（「目標管理シート」への記入）

　環境法令の遵守状況の確認
　（「法令遵守シート」への記入）

　自己点検
　（「環境配慮行動チェック」の実施）

7月～10月 　内部環境監査の実施

3月 　区長への報告と見直し

　二酸化炭素排出量の削減目標等の見直し

　課及び施設の省エネ行動の見直し

　エネルギー管理標準の見直し

4～6月

D
通年

P

4月～6月
A

半期ごと

C
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①二酸化炭素排出量の削減目標等の設定 

 EMS 推進員は、港区環境基本計画の削減目標、前年度の二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、省

エネ活動実績等を踏まえ、本年度の二酸化炭素排出量削減目標と目標達成を決定し、「目標管理シ

ート」に記入します。 

 EMS 推進員は、記入した「目標管理シート」について、施設管理環境マネージャー又は環境マネー

ジャーによる確認を受けた後、EMS 事務局に提出します。 

 EMS 推進員は、決定した削減目標等について、職員に周知します。 

②課及び施設の省エネ行動の設定 

 EMS 推進員は、港区環境行動指針に基づいた各種取組内容に基づき、職員が実施する省エネ行動を

決定し、「目標管理シート」に記入します。 

（入居している建物の維持管理を所管していない課や施設も記入してください。） 

 EMS 推進員は、記入した「目標管理シート」について、施設管理環境マネージャー又は環境マネー

ジャーによる確認を受けた後、EMS 事務局に提出します。 

③環境法令及び環境リスクの把握 

 EMS 推進員は、施設や設備、事業活動に関わる環境法令や環境リスクを把握し、該当する法令の名

称、定められた遵守事項等を「法令遵守シート」に記入します。 

 EMS 推進員は、記入した「法令遵守シート」について、施設管理環境マネージャー又は環境マネー

ジャーによる確認を受けた後、EMS 事務局に提出します。 

 

 

①エネルギー使用量の把握・エネルギー集計システムへの入力及び省エネ行動の実施 

 課及び施設を担当する職員は、エネルギー使用量等をエネルギー集計システムに毎月入力します。 

 職員は、業務を行う上で、「目標管理シート」に記載した省エネ行動に取り組みます。 

 EMS 推進員は、「目標管理シート」を活用して、随時、エネルギー使用量の状況を把握し、職員に周

知します。 

 エネルギー管理標準を作成している施設については、管理標準に基づいた設備機器の適正運転に努

めます。 

②環境法令の遵守及び環境リスクの適正管理 

 職員は、事業を行う上で、「法令遵守シート」に記載した環境法規制の遵守事項に基づき、設備機

器の維持管理や法定記録の作成・保管・報告等を適切に行います。また、環境リスクを有する事業

活動等については、事故や災害が発生した際への適切な対応（手順書の作成等）準備や、人為的ミ

ス等による緊急事態が発生しないよう適切に管理を行います。 

③各種研修への参加 

 職員は、EMS 事務局が開催する各種研修に参加します。 

  

Ｐｌａｎ：計画の策定 

Ｄｏ：取組の実施 
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①課及び施設での省エネ行動のふりかえり（半期ごと） 

 EMS 推進員は、半期に一度、「目標管理シート」で定めた省エネ行動の達成状況を確認し、「目標管

理シート」に記入します。 

 EMS 推進員は、エネルギー使用状況を踏まえ、省エネ行動達成状況への評価、改善対策の検討を行

い、「目標管理シート」に記入します。 

 EMS 推進員は、記入した「目標管理シート」について、施設管理環境マネージャー又は環境マネー

ジャーによる確認を受けた後、EMS 事務局に提出します。 

②環境法令の遵守状況の確認（半期ごと） 

 EMS 推進員は半期に一度、「法令遵守シート」に記載された法令について、遵守状況を確認し、遵守

内容等を記入します。 

 不備があった場合は是正処置を行います。 

 EMS 推進員は、記入した「法令遵守シート」について、施設管理環境マネージャー又は環境マネー

ジャーによる確認を受けた後、EMS 事務局に提出します。 

 

 

 

 

 

 

③自己点検 

 職員は、半期に一度、Microsoft teams 等による「環境配慮行動チェック」を実施し、自らの省エ

ネ行動の取組状況を自己点検します。 

④内部環境監査の実施 

 EMS 事務局は、課及び施設への内部環境監査を実施し、省エネ行動の取組状況や法令の遵守状況等

について確認します。 

 

 

①二酸化炭素排出量の削減目標等の見直し 

 課及び施設は、前年度の二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減状況を踏まえ、次年度の削

減目標等を見直したうえで決定します。（⇒「Plan：計画の策定①」へ） 

②課及び施設の省エネ行動の見直し 

 課及び施設は、前年度の省エネ行動の取組結果について確認し、省エネ行動を見直し、次年度の省

エネ行動等を決定します。（⇒「Plan：計画の策定②」へ） 

 エネルギー管理標準を作成している施設については、必要に応じて、エネルギー管理標準で定める

取組の見直しを行います。 

 

 

Ｃｈｅｃｋ：取組のふりかえり 

【法規制等や施設・設備の新設・変更・廃止があった場合】 

該当する法規制等の変更・廃止、または施設・設備に変更があり、適用される法規制

等に変更が生じた場合は、速やかに事務局に連絡し、様式「法令遵守シート」の該当

箇所を修正し、書類を再提出します。 

Ａｃｔ：取組の見直し 
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エネルギー管理標準について 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律（通称「省エネ法」）に基づいて、事業者が

エネルギーの使用の合理化を図るために、エネルギー使用設備の運転、管理、計測、記

録、保守、点検について自ら定めたマニュアルであり、エネルギー管理標準に沿った設

備運転をすることで、効率的なエネルギー使用を図ります。 

 港区では、設備運転管理者が常駐している大規模施設については、「港区区有施設環境

配慮ガイドライン」に基づき、エネルギー管理標準を作成し、運用しています。 

港区学校版環境マネジメントシステムについて 

 幼稚園、小学校、中学校では、教育委員会を事務局とする「港区学校版環境マネジメントシ

ステム（以下、「みなエコ」という。）」に基づいた環境活動に取り組んでいます。 

みなエコでは、「環境教育の推進」、「環境負荷の低減」、「地域に根差した活動の推進」を目

的に、児童主体の活動を行っており、学校ごとに「環境活動ダイアリー」を作成して、環境教育

や環境負荷低減の取組を効果的に実施しています。また、優れた取組に対しては、「みなエコ

表彰制度」に基づいて表彰を行っています。 
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１０ 内部環境監査 

港区環境マネジメントシステムの内部環境監査では、EMS 事務局が内部環境監査事務局とな

り主に以下の内容について、課及び施設の取組状況を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内部環境監査の実施手順】 

① 内部環境監査事務局は、当該年度の監査対象とする課及び施設、実施時期、監査内容等を定

めた『内部環境監査実施計画書』を作成し、該当する所属に通知します。 

② 監査対象とする課及び施設は、過去の内部環境監査の指摘事項を参考に、同様の事項等がな

いか自己点検を行います。 

③ 監査員は、監査対象とする課及び施設を訪問し、EMS 推進員、施設長、設備管理担当者等に

対するヒアリングと現場確認を実施し、取組状況を確認します。 

④ 監査員は、監査対象とする課及び施設ごとに『監査結果報告書』を作成し、内部環境監査事

務局を通じて監査結果を課及び施設に通知します。 

⑤ 内部環境監査の結果、「要是正」及び「要改善」の指摘事項を受けた課及び施設は、そのよ

うな事象が起きた原因を究明した上で、是正の内容について『要是正・要改善対応回答書』

を作成し、内部環境監査事務局に提出します。 

⑥ 内部環境監査事務局は、内部環境監査結果と指摘事項の対応結果をとりまとめ、区長に報告

します。 

 

１１ 活動への表彰 

港区環境マネジメントシステムでは、施設管理者等の意欲向上及び優良取組事項の他施設へ 

の波及のため、内部環境監査の一環として、監査を実施した施設における優れた取組を表彰し

ます。 

 

１２ 港区環境マネジメントシステムの評価及び成果の公表 

 港区環境マネジメントシステムが適切に運用できているかどうかは、内部環境監査の結果に

◆ 港区環境マネジメントシステム全般について 

➢ 港区環境方針を理解しているか 
➢ EMSで規定する様式の作成に不備はないか 

◆ 課及び施設における省エネの取組内容及び状況について 

➢ エネルギーの使用状況を適切に把握しているか 
➢ 施設の稼働状況や設備機器の運転状況はどうか 
➢ どのような省エネの取組を実施しているか 
➢ 取組内容が所属の事務事業に照らしてふさわしいものとなっているか 
➢ 取組内容が所属で周知され、推進されているか 
➢ 所属目標は達成できているか 
➢ 取組がうまくいっていない場合には、その原因が究明され、必要な方策がとら

れているか 

◆ 環境法令等への理解及び遵守状況について 

➢ 適用される法規制、遵守内容について把握しているか 
➢ 法規制等が遵守されているか（産業廃棄物管理票（マニフェスト）や測定/点検

記録簿等の書類による確認） 
➢ 環境リスク及びその対応について把握しているか 
➢ 年に 1回以上、定期訓練が実施されているか 

◆ 優良な取組について 

➢ 他の所属に展開できるような優れた取組が実施されているか 
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基づき、第三者から客観的な評価を受けることで確認をします。 

また、省エネ法、温対法、東京都環境確保条例に基づき、区有施設のエネルギー使用量及び

二酸化炭素排出量を報告・公表するとともに、年１回、港区環境マネジメントシステムの取組

実績として、以下の事項を公表（ホームページに掲載等）します。 

 

【公表の内容】 

➢ 港区環境方針 

➢ エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の実績 

➢ 目標の達成状況 

➢ 内部環境監査結果  など 

 

１３ 区長による見直し及び指示事項の提示（区長レビュー） 

港区環境マネジメントシステムの取組結果を年度末に区長に報告し、見直し及び指示事項を

次年度の取組に反映します。 

 

【報告内容】 

➢ 「港区環境基本計画」の達成状況等 

➢ 内部環境監査結果 

➢ 法規制等の遵守状況   など 

 

 


